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　介護文書の負担軽減については、簡素化・標準化・
ICT 等の活用の３つの視点で 2019 年から進められて
いますが、未だ国が定めた標準様式や押印廃止が浸透
していない、地域の独自ルールがある等の課題があり
ます。社会保障審議会介護保険部会・介護分野の文書
に係る負担軽減に関する専門委員会は 2022 年 11 月
7 日に、さらなる文書負担軽減についての取りまとめ
を公表し、「電子申請・届出システム」運用開始への支
援等を示しています。
　また、今年４月からはサービス提供票や居宅サービ
ス計画書などをデータで送受信するケアプランデータ
連携システムが本格稼働します。さまざまな負担軽減
策とその活用についてみていきます。

こ
れ
ま
で
の
文
書
の
負
担
軽
減
策
と

専
門
委
員
会
の
取
り
ま
と
め

　
介
護
人
材
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る
な

か
、
介
護
現
場
の
負
担
軽
減
や
職
場
環
境
の
改
善
の

重
要
性
が
年
々
増
し
て
き
て
い
る
。

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
２
０
１
９
年
８
月
か
ら
社
会

保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
に
「
介
護
分
野
の
文
書

に
係
る
負
担
軽
減
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」（
以
下
、

専
門
委
員
会
）
を
設
置
し
議
論
を
進
め
て
き
た
。

２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
12
月
の
中
間
取
り
ま
と
め

で
は
、
①
指
定
申
請
関
連
文
書
、
②
報
酬
請
求
関
連

文
書
、
③
指
導
監
査
関
連
文
書
に
つ
い
て
、
簡
素
化

（
様
式
・
添
付
書
類
や
手
続
き
の
見
直
し
）、
標
準
化

（
自
治
体
ご
と
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
の
解
消
）、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
等
の
活
用
（
ウ
ェ
ブ
入
力
・
電
子
申
請
）
の
３
つ

の
視
点
で
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の

中
間
と
り
ま
と
め
に
基
づ
き
、
周
知
が
必
要
な
項
目

の
具
体
的
な
対
応
内
容
と
主
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

を
整
理
し
た
通
知
の
発
出
、
文
書
負
担
軽
減
の
た
め

の
省
令
改
正
（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
、
介
護
保
険

法
施
行
規
則
）、
自
治
体
向
け
介
護
保
険
指
導
監
督

等
職
員
研
修
等
を
行
っ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
施
策
と
並
行
し
て
専
門
委
員
会
に
お
い

て
、「
規
制
改
革
実
施
計
画
」（
２
０
２
２
（
令
和
４
）

年
６
月
７
日
閣
議
決
定
）「
介
護
分
野
に
お
け
る
ロ

ー
カ
ル
ル
ー
ル
等
に
よ
る
手
続
き
負
担
の
軽
減
」
の

内
容
も
踏
ま
え
、
今
後
の
さ
ら
な
る
負
担
軽
減
の
実

施
に
つ
い
て
議
論
と
検
討
が
行
わ
れ
、２
０
２
２（
令

和
４
）
年
11
月
に
取
り
ま
と
め
が
公
表
さ
れ
た
。

　
取
り
ま
と
め
で
は
、
負
担
軽
減
策
の
進
捗
と
今
後

の
課
題
に
つ
い
て
、

〇�

指
定
申
請
・
報
酬
請
求
・
実
地
指
導
関
連
文
書
の

様
式
例
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
標
準
様
式
例

の
使
用
状
況
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
独
自
様
式
の
使
用
に
よ
っ
て
押
印

を
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
。

〇�

国
や
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
簡
素
化
や
利
便
性

向
上
に
つ
い
て
の
要
望
を
提
出
す
る
窓
口
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
は
特
段
の
決
ま
り
が
な
か
っ
た

た
め
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
専
用
の
窓

口
が
設
置
さ
れ
た
（
図
１
）。

〇�

指
定
申
請
等
の
書
類
の
提
出
方
法
に
つ
い
て
は
、

持
参
・
郵
送
・
電
子
メ
ー
ル
等
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
は
、
電
子
メ
ー
ル

で
の
提
出
が
受
け
付
け
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る

と
い
う
意
見
も
示
さ
れ
た
。
令
和
4
年
度
下
半
期

か
ら
運
用
開
始
す
る
「
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ

ム
」
の
概
要
に
つ
い
て
は
、2
0
2
2
（
令
和
４
）

年
９
月
29
日
に
局
長
通
知
が
発
出
さ
れ
、
本
通
知

介
護
分
野
の
さ
ら
な
る

　
文
書
負
担
軽
減
に
向
け
て
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「
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
」の

使
用
原
則
化
へ

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
自
治
体
間
の
指
定
申

請
、
変
更
届
出
、
更
新
申
請
、
報
酬
請
求
に
必
要
な

書
類
の
や
り
と
り
を
効
率
化
す
る
「
電
子
申
請
・
届

出
シ
ス
テ
ム
」（
４
頁
図
３
）
に
つ
い
て
は
、
２
０
２

２
（
令
和
4
）
年
下
半
期
か
ら
一
部
の
自
治
体
で
運

用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
省
令
・
告
示
（「
介
護

保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
及
び

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」）
の

改
正
が
、２
０
２
３（
令
和
５
）
年
３
月
に
行
わ
れ
、

今
後
、指
定
申
請
等
の
標
準
様
式
例
と
「
電
子
申
請
・

届
出
シ
ス
テ
ム
」
の
使
用
が
基
本
原
則
化
さ
れ
る
。

　
導
入
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
の
判
断
に
よ
り
各
年

度
半
期
ず
つ
に
分
け
て
段
階
的
に
普
及
を
進
め
、
利

用
可
能
な
自
治
体
数
を
順
次
拡
大
し
て
い
く
予
定
で

あ
る
。

２
０
２
３（
令
和
５
）年
４
月
か
ら

ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
が
本
格
稼
働

　
さ
ら
に
、２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
４
月
か
ら
は
、

ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
（
国
民
健
康
保

険
中
央
会
が
構
築
）
が
本
格
稼
働
す
る
。
こ
れ
は
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と

の
間
で
毎
月
や
り
と
り
さ
れ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
う

ち
、
転
記
が
発
生
し
て
い
る
一
部
情
報
（
予
定
・
実

績
）
を
デ
ー
タ
連
携
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
手
書

き
・
印
刷
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
郵
送
等
で
や
り
と
り
し
て

い
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
票
や
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
な

の
中
で
は
、
電
子
メ
ー
ル
を
含
め
た
提
出
方
法
に

つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
周
知
が
行
わ
れ
た
。

〇�

地
域
に
よ
る
独
自
ル
ー
ル
を
解
消
し
標
準
化
へ
向

け
た
取
り
組
み
と
し
て
は
、
本
専
門
委
員
会
で
検

討
を
行
い
決
定
し
た
事
項
の
通
知
等

に
よ
る
周
知
や
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

交
付
金
の
評
価
指
標
へ
の
反
映
に
よ

る
周
知
等
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
地

方
公
共
団
体
ご
と
や
担
当
者
ご
と
に

ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
、
２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
交
付
金
の
評
価
指
標

の
結
果
に
つ
い
て
は
、
項
目
や
地
方

公
共
団
体
ご
と
に
格
差
が
出
て
い
る
と
い
う
意
見

も
示
さ
れ
た
。

等
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
負
担
軽

減
策
の
方
向
性
は
、
図
２
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

図 1…社会保障審議会介護保険部会（令和5年2月２７日）資料1－1より
図 2…【要望専用窓口】 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_hotline
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介護分野の行政手続に関する簡素化、利便性向上に係る要望受付フォーム図１

社会保障審議会介護保険部会
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会取りまとめ（令和 4 年11月 7日）概要図２

取りまとめで示された主な負担軽滅策の方向性

介護分野の文書に係る負担軽減については、介護分野文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実施計画
（令和4年6月7日閣議決定）「介護分野におけるローカルルール等による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更なる負担
軽減の実現へ向け、主に以下の項目について議論と検討を行い、令和4年11月7日に取りまとめを行った。

•国が示している標準様式の使用が、地方公共団体にどの程度浸透しているの
か確認のために調査を行うべきである。

•指定申請等に係る文書の簡素化・標準化の取組を整理し、地方公共団体向け
のガイドラインの作成を行うべきである。

•標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施行規則
と告示に、標準様式について明記すること等の所要の法令上の措置を行う
べきである。（施行時期:令和6年度）

今後の進め方
　　専用の窓口に提出された要望についての報告や改善等に対する対応
及び「電子申請・届出システム」の利用状況等のフォローアップ等が必要
であるため、引き続き協働で負担軽減について検討する場である本専
門委員会を随時又は定期に開催することが有益である。

①指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める
　標準様式例について

•専用窓口で受け付けた要望について、内容等を整理し、本専門委員会に報告
を行い公表を行うべきである。

•要望内容については、精査の上、必要に応じて本専門委員会での議論等を行
うことや地方公共団体への助言等を行うべきである。

•受付フォーマットや運営方法については、今後も随時検討を行うべきである。

②簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる
　専用の窓口について

•手引きや操作手順書の作成等、円滑なシステムの運用開始ヘ向けた支媛を
行うべきである。

•早期利用開始の地方公共団体に伴走支援を行い、好事例の横展開等により
早期利用開始を促すべきである。

•利用開始時期の意向調査の実施と調査結果の公表を行うべきである。
•機能は地方公共団体等の意見等も踏まえて検討を行うべきである。
•システムの使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公共団体で利
用開始するために、介護保険法施行規則にシステムについて明記する等の所
要の法令上の措置を行うべきである。

③ 「電子申請・届出システム」について

•地方公共団体における独自ルールの有無、内容を整理し公表を行うべきで
ある。

•専用の窓口に提出のあった要望の中で、独自ルールに関する要望を整理し
公表を行うべきである。

④地域による独自ルールについて

•処遇改善加算や事故報告、ケアプラン、介護DX等に関して示されたその他
の意見については、関係審議会における検討の中で積極的に活かし、デジタ
ル化や負担軽減を進めていくことを期待。

⑤その他の課題について
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